
京 都 大 学 発 明 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

第１章 総則 第１章 総則

（目的） （目的）

第１条 この規程は、京都大学（以下「本学」とい 第１条 （同 左）

う ）の研究者等が行った職務発明等の取扱いに関。

し必要な事項を定めることにより、その発明者と

しての権利を保障し、研究者等の発明意欲の向上

を図るとともに、職務発明等の効率的活用によっ

て、本学における研究者等の社会貢献を促進する

ことを目的とする。

（用語の定義） （用語の定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語 第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語

の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 る。

( ) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 ( ) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。1 1
ア 特許権の対象となる発明 ア 特許権の対象となる発明

イ 実用新案権の対象となる考案 イ 実用新案権の対象となる考案

ウ 意匠権の対象となる創作 ウ 意匠権の対象となる意匠の創作

エ 回路配置利用権の対象となる回路配置

オ 育成者権の対象となる植物の新品種

( ) 「特許権等」とは、次に掲げるものをいう。 ( ) 「特許権等」とは、次に掲げるものをいう。2 2
ア 特許権 ア 特許権

イ 実用新案権 イ 実用新案権

ウ 意匠権 ウ 意匠権

エ 回路配置利用権

オ 育成者権

( ) 「特許等を受ける権利」とは、次に掲げるも ( ) 「特許等を受ける権利」とは、次に掲げるも3 3
のをいう。 のをいう。

ア 特許を受ける権利 ア 特許を受ける権利

イ 実用新案登録を受ける権利 イ 実用新案登録を受ける権利

ウ 意匠登録を受ける権利 ウ 意匠登録を受ける権利

エ 回路配置利用権の設定登録を受ける権利

オ 品種登録を受ける権利

「 」 、 。( ) 特許出願等 とは 次に掲げるものをいう4
ア 特許出願

イ 実用新案登録出願

ウ 意匠登録出願

エ 回路配置登録申請

オ 品種登録出願

( ) 「発明者」とは、発明等を行った者をいう。 ( ) 「発明者」とは、発明等を行った者をいう。4 5
( ) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。 ( ) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。5 6
ア 本学の教員、職員及び非常勤講師 ア 本学の教職員、特定有期雇用教職員、有期

雇用教職員及び時間雇用教職員

イ 本学の客員教授 外国人研究者等であって イ （同 左）、 、

、 、かつ 本学との間で発明等の取扱いについて

この規程の適用を受けることを合意している

者

ウ その他受入に際し、本学との間で発明等の ウ その他受入れに際し、本学との間で発明等

取扱いについて、この規程の適用を受けるこ の取扱いについて、この規程の適用を受ける
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とを合意している者 ことを合意している者

エ 本学の学部及び大学院の学生（研究室に配 エ 本学の学部又は大学院の学生（研究室に配

属されている者に限る ）であって、かつ、本 属されている者に限る ）であって、かつ、。 。

学との間で発明等の取扱いについて、この規 本学との間で発明等の取扱いについて、この

程の適用を受けることを合意している者（当 規程の適用を受けることを合意している者

該学生が民間企業等の役員、従業員等の地位 （当該学生が民間企業等の役員、従業員等の

を同時に有する場合は、当該学生がこの規程 地位を同時に有する場合は、当該学生がこの

の適用を受けることについて、当該民間企業 規程の適用を受けることについて、当該民間

等の同意があるものに限る ） 企業等の同意があるものに限る ）。 。

( ) 「学生」とは、前号のエに掲げる者をいう。 ( )6 7

（同 左）
( ) 職務発明等 とは 研究者等が本学の資金 ( )7 8「 」 、 、

施設、設備その他の資源を用いて行った発明等

をいう。

第２章 発明評価委員会等 第２章 発明評価委員会等

（発明評価委員会） （発明評価委員会）

第３条 本学に、研究者等の職務発明等に関し必要 第３条 研究者等が行った職務発明等に関し必要な

な事項を審議し、及び本学の職務発明等の動向等 事項を審議し、及び本学の職務発明等の動向等の

の評価、第７条に定める拠点発明評価委員会から 評価、第７条に定める分野拠点発明評価委員会か

の年次報告についての評価等を行うため、発明評 らの年次報告についての評価等を行うため、産官

価委員会を置く。 学連携本部に発明評価委員会を置く。

第４条 発明評価委員会は、次の各号に掲げる委員 第４条 発明評価委員会は、次の各号に掲げる委員

で組織する。 で組織する。

( ) 総長が指名する理事 ( ) 産官学連携本部長1 1
( ) 産官学連携本部副本部長2
( ) 産官学連携センター長3

( ) 各拠点委員会の委員長 ( ) 各分野拠点発明評価委員会の委員長2 4
( ) その他総長が必要と認める者 若干名 ( ) その他産官学連携本部長が必要と認める者3 5

若干名

２ 前項第３号の委員は、総長が委嘱する。 ２ 前項第５号の委員は、産官学連携本部長が委嘱

する。

３ 前項第３号の委員の任期は、２年とし、再任を ３ 第１項第５号の委員の任期は、２年とし、再任

妨げない。 を妨げない。

第５条 発明評価委員会に委員長を置き、委員の互 第５条 発明評価委員会に委員長を置き、産官学連

選により選出する。 携本部長をもって充てる。

２ 委員長は、発明評価委員会を招集し、議長とな ２

る。

（同 左）
第６条 発明評価委員会は、委員の過半数が出席し 第６条

なければ開会することができない。

２ 発明評価委員会の議事は、出席委員の過半数を ２

もって決し、可否同数のときは委員長が決する。

（拠点委員会） （分野拠点委員会）

第７条 発明評価委員会に、次条に定める事項につ 第７条 発明評価委員会に、次条に定める事項につ

、 （ 、いて審議等を行うため、吉田、宇治、桂、医学領 いて審議等を行うため 理工農学分野 吉田拠点

域及び学術情報領域の各区分により拠点発明評価 宇治拠点及び桂拠点の各拠点ごと 、メディカル）

委員会（以下「拠点委員会」という ）を置く。 ・バイオ（生命科学）分野及びソフトウェア・コ。

ンテンツ分野の各区分により分野拠点発明評価委

（ 「 」 。） 。員会 以下 分野拠点委員会 という を置く

２ 拠点委員会の管轄する部局は、総長が定める。 ２ 分野拠点委員会の管轄する部局は、産官学連携
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本部長が定める。

第８条 拠点委員会は、次の各号に掲げる事項を審 第８条 分野拠点委員会は、次の各号に掲げる事項

議し、その結果を総長に答申する。 を審議し、その結果を産官学連携本部長に答申す

る。

( ) 第１３条第１項又は第２項の届出があった発 ( ) 第１３条第１項又は第２項の届出があった発1 1
明等が第１４条第１項に基づき本学が当該特許 明等が第１４条第１項に基づき本学が当該発明

等を受ける権利を承継するか否か及び当該発明 等について、特許等を受ける権利を承継するか

等について特許権等を出願するか否かの判断に 否か及び特許出願等をするか否かの判断に係る

係る事項 事項

( ) 発明者の確定に係る事項 ( ) 発明者の確定に係る事項2 2
( ) 第２８条第２項に規定する各時期における特 ( ) 特許権等及び特許出願等を維持するか否かの3 3

許権等を維持するか否かの判断に係る事項 判断に係る事項

( ) 特許権等のライセンス許諾を行うか否かの判4
断に係る事項

( ) 本学帰属の特許等を受ける権利及び特許権等5
についての紛争、訴訟等に対する対応に係る事

項

( ) 特許権等及び特許等を受ける権利の譲渡又は4
譲受に係る事項

２ 拠点委員会は、前項第１号の審議に際しては、 ２ 分野拠点委員会は、前項第１号の審議に際して

当該発明等の権利化の可能性、権利化に要する費 は、当該発明等の権利化の可能性、権利化に要す

用、特許権等の実施による収益及び特許権等の維 る費用、特許権等及び特許等を受ける権利につい

持管理に係る費用その他諸般の要素を総合的に考 ての実施化の可能性並びに特許権等及び特許等を

慮するものとする。 受ける権利についての維持管理に係る費用その他

諸般の要素を総合的に考慮するものとする。

３ 分野拠点委員会は、審議に先立ち、技術移転機

関との連携による当該発明等の評価を実施し、そ

の結果を参考に審議を実施することができる。

３ 拠点委員会の分担は、次の各号に掲げるところ ４ 分野拠点委員会の分担は、次の各号に掲げると

による。 ころによる。

( ) 研究者等が届出をした発明等 原則として、 ( ) 研究者等が届出をした発明等 当該研究者等1 1
当該研究者等が所属する研究科、研究所等を管 が所属する研究科、研究所等を管轄する分野拠

轄する拠点委員会 点委員会

( ) 第２２条第１項の規定により特許等を受ける ( ) 第２１条第１項の規定により特許等を受ける2 2
権利の譲渡の申出を受けた発明等 当該発明等 権利の譲渡の申出を受けた発明等 当該発明等

が関連する拠点委員会 が関連する分野拠点委員会

( ) 前２号に基づき担当拠点委員会が定まらない ( ) 前２号に基づき担当分野拠点委員会が定まら3 3
場合 総長が指定する拠点委員会 ない場合 産官学連携本部長が指定する分野拠

点委員会

第９条 拠点委員会は、次の各号に掲げる委員各若 第９条 分野拠点委員会は、次の各号に掲げる委員

干名で組織する。 各若干名で組織する。

( ) 前条第３項第１号より当該拠点委員会が管轄 ( ) 第７条第２項により当該分野拠点委員会が管1 1
する研究科等の教授又は准教授 轄する研究科等の教授又は准教授

( ) 本学内外の技術専門家2
( ) 本学内外の法律専門家 ( ) 本学内外の法律専門家3 2
( ) 本学内外の知財専門家 ( ) 本学内外の知財専門家4 3
( ) 本学内外のマーケティング専門家5

( ) 本学内外の技術移転専門家4
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( ) その他産官学連携本部長が必要と認める者5
２ 拠点委員会の委員は、総長が委嘱する。 ２ 分野拠点委員会の委員は、産官学連携本部長が

委嘱する。

３ 拠点委員会の委員の任期は、２年とし、再任を ３ 分野拠点委員会の委員の任期は、２年とし、再

妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委 任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠

員の任期は、前任者の残任期間とする。 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第１０条 拠点委員会に委員長を置き、当該拠点委 第１０条 分野拠点委員会に委員長を置き、当該分

員会の委員の互選により選出する。 野拠点委員会の委員の中から、産官学連携本部長

が指名する。

２ 委員長は、拠点委員会を招集し、議長となる。 ２ 委員長は、分野拠点委員会を招集し、議長とな

る。

第１１条 拠点委員会は、拠点委員会の委員の過半 第１１条 分野拠点委員会は、分野拠点委員会の委

数が出席しなければ開会することができない。 員の過半数が出席しなければ開催することができ

ない。

２ 拠点委員会の議事は、出席委員の過半数をもっ ２ 分野拠点委員会の議事は、出席委員の過半数を

て決し、可否同数のときは委員長が決する。 もって決し、可否同数のときは委員長が決する。

３ 前２項の規定にかかわらず、拠点委員会は、書 ３ 分野拠点委員会は、書面（電子媒体を含む ）。

面（電子媒体を含む ）の回覧をもって第１項の会 の回覧をもって第１項の会議に代えることができ。

議に代えることができる。この場合における拠点 る。この場合における分野拠点委員会の議事は、

委員会の議事は、拠点委員会の委員の過半数の賛 分野拠点委員会の委員の過半数の賛成をもって決

成をもって決し、可否同数のときは委員長が決す し、可否同数のときは委員長が決する。

る。

第１２条 拠点委員会の委員が職務発明等の届出を 第１２条 分野拠点委員会の委員が職務発明等の届

行ったときは、当該委員は、当該発明等に関する 出を行ったときその他当該審議事項に係る当事者

拠点委員会の会議に出席することができない。 又はそれに準ずる立場となったときは、当該委員

は、当該発明等に関する分野拠点委員会の会議に

出席することができない。

第３章 職務発明等の届出 第３章 職務発明等の届出

（届出） （届出）

第１３条 研究者等は、職務発明等を行った場合、 第１３条 研究者等は、職務発明等を行った場合、

速やかに総長に届け出なければならない ただし 速やかに別に定める様式により産官学連携本部長。 、

。 、 、研究者等が、特許権等の出願をすることが公共の に届け出なければならない ただし 研究者等が

利益に反すると判断した場合は この限りでない 特許出願等をすることが公共の利益に反すると判、 。

断した場合は、この限りでない。

、 、 、 、２ 前項ただし書の規定にかかわらず 研究者等は ２ 前項ただし書の規定にかかわらず 研究者等は

次の各号の一に該当する場合、職務発明等を届け 次の各号の一に該当する場合、職務発明等を届け

出なければならない。 出なければならない。

( ) 本学の複数の研究者等による研究の場合にお ( ) 本学の複数の研究者等による研究の場合にお1 1
いて、いずれか１人の発明者が前項ただし書の いて、いずれか１人の発明者が前項ただし書の

規定に該当しないと判断したとき 規定に該当しないと判断したとき。

( ) 他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間 ( ) 他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間2 2
企業等との共同研究によるとき 企業等との共同研究によるとき。

( ) 他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間 ( ) 他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間3 3
企業等からの受託研究によるとき 企業等からの受託研究によるとき。

３ 総長は、第１項の届出があったときは、速やか ３ 産官学連携本部長は、前２項の届出があったと

に当該発明者に届出を受理した旨を通知しなけれ きは、速やかに当該発明者に届出を受理した旨を

ばならない。 通知しなければならない。

４ 研究者等は、職務発明等を行った場合は、当該 ４ 研究者等は、職務発明等を行った場合は、当該
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職務発明等について 自ら特許権等の出願を行い 職務発明等について、自ら特許出願等を行い、又、 、

又は第三者をして特許権等の出願をさせてはなら は第三者をして特許出願等をさせてはならない。

ない。ただし、次条第１項の規定により、本学が ただし、次条第１項の規定により、本学が承継し

、 。継承しないと決定したものについては、この限り ないと決定したものについては この限りでない

でない。

（権利の承継の決定及び通知） （権利の承継の決定及び通知）

第１４条 総長は、前条第１項の職務発明等の届出 第１４条 産官学連携本部長は、研究者等から前条

があったときは、速やかに担当拠点委員会（第８ 第１項又は第２項の職務発明等の届出があったと

条第３項の規定により、当該研究者等の職務発明 きは、担当分野拠点委員会（第８条第４項の規定

等について担当することとなる拠点委員会をいう により、当該職務発明等について担当することと。

以下同じ を開催させて その審議結果をもとに なる分野拠点委員会をいう。以下同じ ）を開催。） 、 、 。

本学が当該特許等を受ける権利を承継するか否か させて、その審議結果をもとに、本学が当該職務

を決定する。 発明等について特許等を受ける権利を承継するか

否かを決定する。

２ 総長は、当該研究者等に決定の内容及び担当拠 ２ 産官学連携本部長は、当該研究者等に前項の決

点委員会における審議結果を速やかに通知しなけ 定の内容及び担当分野拠点委員会における審議結

ればならない。 果を通知しなければならない。

（譲渡証書等の提出） （譲渡証書等の提出）

、 、 、 、第１５条 研究者等は 前条第２項の場合において 第１５条 研究者等は 前条第２項の場合において

当該特許等を受ける権利を本学が承継すると決定 当該特許等を受ける権利を本学が承継すると決定

した旨の通知を受けたときは、速やかに、総長に した旨の通知を受けたときは、速やかに、産官学

譲渡証書その他総長が定める書類を提出しなけれ 連携本部長に譲渡証書その他産官学連携本部長が

ばならない。 定める書類を提出しなければならない。

第４章 権利の帰属 第４章 権利の帰属等

（大学帰属の原則） （大学帰属の原則）

第１６条 第１４条第１項の規定により、本学が承 第１６条 第１４条第１項の規定により、本学が承

継する旨決定した権利は、本学に帰属する。ただ 継する旨決定した権利は、本学に帰属する。ただ

し、第１４条第１項の規定により、本学が継承し し、第１４条第１項の規定により、本学が承継し

ないと決定したものについては、当該職務発明等 ないと決定したものについては、当該職務発明等

を発明者に帰属させることができる。 についての権利を発明者に帰属させることができ

る。

（本学以外の資金による研究） （本学以外の資金による研究）

第１７条 研究者等が、受託研究費、共同研究費、 第１７条 研究者等が、受託研究費、共同研究費、

民間企業等からの奨学寄附金、国等からの補助金 民間企業等からの寄附金、国等からの補助金その

その他本学以外の資金によって研究を行った場合 他本学以外の資金によって研究を行った場合にお

、 、において、当該研究により職務発明等が生じたと いて 当該研究により職務発明等が生じたときは

きは、前条の規定を適用する。 前条の規定を適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、研究者等が受託研究

費によって行った研究により職務発明等が生じた

場合は、本学は当該受託研究の相手方との間で、

受託研究の相手方の保有する特許権等及び特許等

を受ける権利並びに当該研究に関連する将来の事

業化の可能性を勘案し、当該職務発明等に係る権

利の帰属について別途定めることができる。この

場合において、当該職務発明等に係る権利につい

て、受託研究の相手方に持分の帰属を認めたとき

は、研究者等に帰属する持分について、前条の規

定を適用する。
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３ 第１項の規定にかかわらず、研究者等が、共同

研究費によって行った研究により職務発明等が生

じたときは、本学は共同研究の相手方との協議に

より当該権利の帰属とその持分を定める。この場

合において、当該職務発明等に係る権利について

共同研究の相手方に持分の帰属を認めたときは、

研究者等に帰属する持分について、前条の規定を

適用する。

（共同研究）

第１８条 研究者等が、他の大学若しくは法人又は

個人若しくは民間企業と共同研究を行う場合にお

、 、いて 当該研究により職務発明等が生じたときは

原則として第１６条の規定を適用する。ただし、

当該共同研究の相手方との間で、共同研究の相手

方の資金、施設、設備その他の資源の提供度合に

応じてその成果の帰属とその持分を別途定めるこ

とを妨げない。

２ 前項ただし書の規定により、共同研究の相手方

、に一定の成果又はその持分の帰属を認めたときは

、研究者等に帰属する発明等又はその持分について

第１６条の規定を適用する。

（役員等兼業、技術コンサルティング兼業等） （役員等兼業、技術コンサルティング兼業等）

第１９条 研究者等（学生を除く ）が、技術移転事 第１８条 研究者等（学生を除く ）が、技術移転。 。

業者（ＴＬＯ）の役員等の兼業、研究成果活用企 機関の役員等の兼業、研究成果活用企業の役員等

業の役員等の兼業、株式会社若しくは有限会社の の兼業、会社の監査役との兼業、技術コンサルテ

監査役との兼業又は技術コンサルティング兼業そ ィング兼業その他の兼業を行う場合、当該兼業に

の他の兼業を行う場合、当該兼業により行った発 より行った発明等については、原則としてこの規

明等については、原則としてこの規程を適用しな 程を適用しないものとする。ただし、当該研究者

いものとする。ただし、当該研究者が兼業を行う が兼業を行うに際し、本学の施設、設備その他の

に際し、本学の施設、設備その他の資源を用いる 資源を用いることを総長が認めたものは、この限

ことを総長が認めたものは、この限りでない。 りでない。

２ 前項ただし書の規定に該当する場合、当該研究 ２ 前項ただし書の規定に該当する場合、当該研究

者等は、その兼業先との間で、あらかじめ当該研 者等は、その兼業先との間で、あらかじめ当該研

究者等が当該役員等の職務の遂行により行った研 究者等が当該役員等の職務の遂行により行った研

究等の成果又は当該技術コンサルティングの成果 究等の成果又は当該技術コンサルティングの成果

の帰属及びその持分を定めるものとし、当該研究 について権利の帰属及びその持分を定めるものと

者等に帰属する発明等又はその持分について、第 し、当該研究者等の持分について、第１６条の規

１６条の規定を適用する。 定を適用する。

３ 学生が、民間企業等の役員、従業員等を兼ねる ３ 学生が、民間企業等の役員、従業員等の地位を

場合又は他の法人、個人若しくは民間企業に対し 同時に有する場合又は他の法人、個人若しくは民

て技術コンサルティングを行う場合、当該兼業に 間企業に対して技術コンサルティングを行う場

より行った発明等については、この規程を適用し 合、当該業務により行った発明等については、こ

ないものとする。 の規程を適用しないものとする。

（海外の研究機関における研究成果の取扱い） （海外の研究機関における研究成果の取扱い）

第２０条 研究者等が、海外の研究機関において客 第１９条 （同 左）

員研究員等（本学における研究者等の身分を保有

して一定期間海外の研究機関等で研究に従事する

者をいう ）として挙げた研究成果は、当該研究機。
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。関の内部規程及び当該国における関係法令に従う

（本学と他大学等との間の研究者の異動） （本学と他大学等との間の研究者の異動）

第２１条 研究者等が、他の大学等他機関（以下本 第２０条 研究者等の他の大学等他機関（以下本

条において「他大学等」という ）から本学に赴任 条において「他大学等」という ）から本学への。 。

又は本学から他大学等へ赴任することに伴い、職 異動又は本学から他大学等への異動に伴い、職務

務発明等が本学を含む複数の大学等に関連する場 発明等の完成に至る行為が複数の大学等に関連す

合、研究者等は、第１３条第１項又は第２項の規 る場合、研究者等は、その旨産官学連携本部長に

定により、当該発明等を総長に届け出なければな 申し出なければならない。

らない。

２ 前項の場合において、担当拠点委員会が、当該 ２ 前項の場合において、産官学連携本部は、当該

特許等を受ける権利が本学又は他大学等に帰属す 職務発明等に係る権利の帰属について、関連する

ると判断した場合を除き、当該特許等を受ける権 大学等との間で協議を行うものとする。

利を共有することとなる他大学等とそれぞれの持

分について協議を行うものとする。

３ 前項の規定により、本学に帰属する持分につい ３ 前項の規定により、本学に帰属する持分につい

ては、第１６条の定めるところによる。 ては、第３章及び第１６条の規定を適用する。

（任意譲渡） （譲渡等）

第２２条 研究者等以外の個人、法人又は国から、 第２１条 研究者等以外の個人又は法人から、特許

特許等を受ける権利を本学に譲渡する旨の申出が 権等若しくは特許等を受ける権利について、本学

あったときは、総長は、担当拠点委員会の議を経 への譲渡を希望する旨の申出があったときは、産

て、当該特許等を受ける権利を承継するか否かを 官学連携本部長は、担当分野拠点委員会の議を経

決定する。 て、当該特許権等若しくは特許等を受ける権利を

承継するか否かを決定する。

２ 前項の規定は、職務発明等以外の研究者等が行 ２ （同 左）

った発明等に準用するものとする。

３ 研究者等若しくは研究者等以外の個人又は法人

等から、特許権等若しくは特許等を受ける権利に

ついて、本学からの譲渡を希望する旨の申出があ

ったときは、産官学連携本部長は、担当分野拠点

委員会の議を経て、当該特許権等若しくは特許等

を受ける権利を譲渡するか否かを決定する。

第５章 不服申立 第５章 不服申立

（設置） （設置）

第２３条 本学は、この規程の適用を受ける研究者 第２２条 本学は、この規程の適用を受ける研究者

等からの不服の申出に対応するため、不服申立窓 等からの不服の申出に対応するため、産官学連携

口を設置する。 本部に不服申立窓口を設置する。

（不服申立窓口の職務） （不服申立窓口の職務）

第２４条 不服申立窓口は、職務発明等の届出から 第２３条 （同 左）

技術移転に渡るこの規程の適用に関し、この規程

の適用を受ける研究者等の不服に対応する。

（ ）（不服申立の方法） 職務発明等に係る権利の承継に関する不服申立

第２５条 研究者等は、第１４条第１項の決定に対 第２４条 （同 左）

し不服があるときは、同条第２項の通知を受けた

日から４週間以内に、不服申立窓口に不服を申し

立てることができる。

、 。２ 前項の申立に関し必要な事項は 総長が定める

（不服申立の方法）

第２５条 前条に定めるもののほか不服申立に関し
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必要な事項は、産官学連携本部長が別に定める。

第６章 特許権等の実施、維持等 第６章 特許権等及び特許等を受ける権利に

ついての実施、維持等

（権利化及び事業化等） （権利化及び事業化等）

第２６条 第１４条第１項又は第２２条第１項の規 第２６条 第１４条第１項又は第２１条第１項（同

定に基づき本学が承継すると決定した特許等を受 条第２項において準用する場合を含む。以下この

ける権利については、総長が出願その他権利化に 章において同じ ）の規定に基づき本学が承継す。

必要な手続を行うとともに、本学に帰属する特許 ると決定した特許等を受ける権利については、産

権等に係るライセンス等の交渉及び契約締結を行 官学連携本部は出願その他権利化に必要な手続を

うことにより事業化を促すものとする。 行うとともに、本学に帰属する特許権等及び特許

等を受ける権利に係る実施権許諾等の交渉及び契

約締結を行うことにより事業化を促すものとす

る。この場合において、産官学連携本部は、技術

移転機関と連携等して行うことができる。

２ 研究者等は、第１３条第１項又は第２項の規定 ２ （同 左）

に基づき届出をした発明等について、本学が出願

手続又は第三者からの異議申立等に対する協力を

依頼したときは、これに応じなければならない。

（不実施に対する本学の措置） （共有持分の実施にかかわる措置）

第２７条 第１６条又は第２２条第１項の規定に基 第２７条 第１６条又は第２１条第１項の規定に

づき本学に帰属する特許権等が共同研究の相手方 基づき本学に帰属する特許権等又は特許等を受け

との共有に係る場合は、当該相手方が相当な期間 る権利が共同研究又は受託研究の相手方その他本

正当な理由なく当該特許権等を実施しない場合に 学以外の機関との共有となる場合は、共有持分の、

、 、 、本学がその他の者に通常実施権を許諾することが 実施について 当該相手方の業種 事業展開方法

できることを定める等、当該発明等が社会に活用 発明者である研究者等の意向その他の事情を考慮

されるよう措置できる権利を当該相手方との契約 して、その取扱いについて別途協議し、定めるも

において留保すべく努めるものとする。 のとする。

２ 前項の規定は、第１６条又は第２２条第１項の

規定に基づき本学に単独に帰属する特許権等を共

同研究の相手方に独占的に実施許諾する場合に準

用するものとする。

３ 第１６条又は第２２条第１項の規定に基づき本

学に帰属する特許権等が共同研究の相手方との共

有に係り、かつ、本学が自ら又はその他の者への

実施許諾等の方法により当該特許権等を十分に活

用できない場合、本学は、当該相手方が当該特許

権等を実施することによって得た収益のうち、本

学の持分に相当する対価を請求できる権利を当該

相手方との契約において留保すべく努めるものと

する。

（特許権等の存続期間中の維持等） （特許権等及び特許出願等についての維持等）

第２８条 本学は、第１６条又は第２２条第１項の 第２８条 産官学連携本部長は、その定める一定期

規定に基づき本学に帰属する特許権等の存続期間 間経過ごとに、第１６条又は第２１条第１項の規

中、その権利を維持することを原則とする。 定に基づき本学に帰属する特許権等及び特許出願

等の維持の可否について、担当分野拠点委員会を

開催させて、調査を行い、発明者である研究者等

の意見を聴取したうえ、その審議結果をもとに、

維持するか否かを決定する。
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２ 前項の規定にかかわらず、本学は、特許権につ

いては設定登録の日から３年が経過した時点、実

用新案権については実用新案登録出願の日から３

年、意匠権については意匠登録出願の日から５年

及び１０年がそれぞれ経過した時点で、維持の可

否及びその理由等の発明者の意見を聴取したうえ

で、特許権等を維持するか否かを決定する。

３ 前項の場合において、発明者が退職、長期出張 ２ 前項の場合において、発明者の退職、長期出張

等により意見を聴くことが困難な場合は、前項の 等により意見を聴くことが困難な状況になると想

規定に準じ、あらかじめ本人から意見を聴くもの 定される場合において、あらかじめ当該発明者が

とする。発明者が学生である場合において卒業、 産官学連携本部に対してその旨届け出たときは、

修了又は退学により意見を聴くことが困難な場合 前項の規定に準じ、事前に本人から意見を聴くも

。 、も同様とする。 のとする 発明者が学生である場合において卒業

修了又は退学により意見を聴くことが困難な場合

も同様とする。

（知的財産を巡る紛争、訴訟等に対する対応） （知的財産を巡る紛争、訴訟等に対する対応）

第２９条 第１６条又は第２２条第１項の規定に基 第２９条 第１６条又は第２１条第１項の規定に基

づき本学に帰属する特許権等の知的財産を巡る紛 づき本学に帰属する特許権等及び特許等を受ける

争 訴訟等については 担当拠点委員会を開催し 権利の知的財産を巡る紛争、訴訟等については、、 、 、

裁判等の金銭的負荷を考慮して適切に対応するも 産官学連携本部において、裁判等の金銭的負荷を

のとする。 考慮して適切に対応するものとする。

第７章 発明者への補償 第７章 発明者への補償

（補償の種類と給付の対象者） （補償の種類と給付の対象者）

第３０条 発明者への補償は、出願時補償及び実施 第３０条 （同 左）

補償とする。

２ 前項の補償は 第１３条第１項の届出において ２ 前項の補償は、第１３条第１項の規定により発、 、

発明者として届け出た者に対して行う。ただし、 明者として届け出た者に対して行う。ただし、次

拠点委員会が第８条第１項第２号による発明者の の各号の一に該当するときは、前項の補償は、そ

確定をし 総長が認定したときは 前項の補償は の者に対して行う。、 、 、

その者に対して行う。 ( ) 分野拠点委員会が第８条第１項第２号による1
発明者の確定をし、産官学連携本部長が認定し

たとき 確定された発明者

( ) 第２１条第２項に規定する発明等であるとき2
当該譲渡を申し出た研究者等

３ 第２２条第２項による発明等については、当該 ３ 前項の規定にかかわらず、 第２１条第１項の

譲渡を申し出た研究者等を前項の発明者として届 規定に基づき本学が個人から特許権等又は特許等

け出た者とみなし、本章の規定を適用するものと を受ける権利の譲渡を受けたときは、当該譲渡を

する。 申し出た個人に対して第１項の補償を行うことが

できる。

（出願時補償） （出願時補償）

第３１条 発明者への出願時補償金は、金６，００ 第３１条 （同 左）

０円とする。

（実施補償） （実施補償）

第３２条 本学が、この規程に基づき承継した特許 第３２条 本学が、この規程に基づき承継した特許

権等の実施により収入を得た場合、毎年１月１日 権等又は特許等を受ける権利についての実施権の

から１２月３１日までの間の総収入から、当該特 設定、実施許諾、譲渡等により収入を得た場合、

許権等の申請、登録及び維持に要した費用を差し 当該特許権等の出願、登録及び維持等に要した費

引いた額について、別表に定めるところにより配 用を差し引いた額について、発明者、部局及び大
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分し、又は発明者に対し実施補償として支払う。 学に各３分の１ずつ配分する。ただし、収入が５

０００万円以上の場合は、発明者に２分の１、部

局及び大学に各４分の１ずつ配分する。

２ 前項の規定に基づく発明者への配分は、実施補

償として支払われるものとする。

２ 別表に定めるところにより部局に配分される部 ３ 第１項の規定により部局に配分される部分にお

分における当該部局内部での配分は、各部局の定 ける当該部局内部での配分は、各部局の定めると

めるところによる。 ころによる。

３ 別表に定めるところにより本学に配分される部 ４ 第１項の規定により本学に配分される部分につ

分については本学が管理し 運営経費等に充てる いては本学が管理し、運営経費等に充てる。、 。

５ 第１項の規定により発明者に配分される部分に

ついて、発明者から申出があるときは、大学又は

部局に配分することができる。

（共有の場合の取扱い） （共有の場合の取扱い）

第３３条 本章に定める補償金を受ける権利を有す 第３３条 （同 左）

、 、る発明者が２人以上あるときは 各人の補償金は

各共有者の持分に従い按分する。

（発明者の転職及び退職等並びに死亡の場合の取 （発明者の転職及び退職等並びに死亡の場合の取

扱い） 扱い）

第３４条 発明者が転職又は退職した後も、本章に 第３４条 発明者が転職又は退職した後も、本章に

定める補償金を受ける権利は、当該発明者に存続 定める補償金を受ける権利は、当該発明者に存続

する。発明者が学生及び大学院生である場合にお する。発明者が学生である場合において、卒業、

いて 卒業 修了又は退学する場合も同様とする 修了又は退学する場合も同様とする。、 、 。

２ 発明者が死亡した場合は、本章に定める補償金 ２ （同 左）

を受ける権利は、相続人に帰属する。

第８章 データベース、プログラム及びデジ 第８章 データベース、プログラム及びデジ

タルコンテンツの著作物 タルコンテンツの著作物

（この規程の準用） （この規程の準用）

第３５条 研究者等が本学の資金、施設、設備その 第３５条 研究者等が本学の資金、施設、設備その

他の資源を用いてなしたデータベース、プログラ 他の資源を用いて創作したデータベース、プログ

ム及びデジタルコンテンツの著作物の著作権につ ラム及びデジタルコンテンツ（論文・著書・報告

いては、第２条第１号、第２号及び第３号、第１ 書を除く。以下同じ ）の著作物の著作権につい。

３条第２項及び第４項並びに第３１条の規定を除 ては、第２条第１号、第２号、第３号、第４号、

き、この規程を準用するものとする。ただし、著 第５号及び第８号、第１３条第２項及び第４項並

作権の性質上準用が不可能又は不適切な場合は、 びに第３１条の規定を除き、この規程を準用する

この限りでない。 ものとする。ただし、著作権の性質上準用が不可

能又は不適切な場合は、この限りでない。

２ 前項の場合において 「発明等」とあるのは「デ ２ 前項の場合において 発明等 とあるのは デ、 、「 」 「

ータベース、プログラム及びデジタルコンテンツ ータベース、プログラム及びデジタルコンテンツ

等の著作物 と 特許権等 とあるのは 著作権 の著作物」と 「特許権等及び特許等を受ける権」 、「 」 「 」 、

、 」 、「 」と 「職務発明等」とあるのは「研究者等が本学の 利 とあり 特許権等又は特許等を受ける権利

資金、施設、設備その他の資源を用いて作成した とあり、及び「特許権等若しくは特許等を受ける

データベース、プログラム及びデジタルコンテン 権利」とあるのは「著作権（著作権法（昭和４５

ツの著作物」と 「発明者」とあるのは「データベ 年法律第４８号）第２７条及び第２８条の権利を、

ース、プログラム及びデジタルコンテンツ等の著 含む 」と 「職務発明等」とあるのは「研究者。） 、

作物の作成者」と読み替えるほか、次の表の上覧 等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用い

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ て創作したデータベース、プログラム及びデジタ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと ルコンテンツの著作物」と 「発明者」とあるの、
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する。 は「データベース、プログラム及びデジタルコン

テンツの著作者（著作権法第１５条の職務著作に

該当する場合にあっては、職務上当該データベー

ス、プログラム及びデジタルコンテンツを作成し

た者 」と読み替えるほか、次の表の左覧に掲げ）

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるもとする。

第８条第 特許等を 著作権（著作権法第２７

１項第１ 受ける権利 条及び第２８条の権利を含

号 を承継する む）を承継

か否か及び

特許出願等

を

第８条第 権利化の 性質

２項 可能性、権

利化に要す

る費用

第１３条 速やかに 著作権を譲渡することに 第１３条 職務発明 次の各号の一に該当する

総長に届け よりその管理を本学におい 第１項 等を行った 場合は産官学連携本部長に

出なければ て行うことを望む場合、総 場合、速や 届け出ることを原則とし、

ならない 長にその旨届け出ることが かに別に定 該当しない場合であって、

できる める様式に 著作権を譲渡することによ

より産官学 り、本学において著作物の

連携本部長 管理を望む場合は、産官学

に届け出な 連携本部長にその旨届け出

ければなら ることができる。

ない。ただ ( ) 創作するに当たって1
し、研究者 利用した発明等が大学

等が、特許 に承継されたとき。

出願等をす ( ) 本学の資金又は本学2
ることが公 で管理している研究費

共の利益に の成果物として開発さ

反すると判 れたもので、かつ、学

断した場合 外に有償で利用許諾又

は、この限 は譲渡するとき。

りでない。 ( ) 本学の資金又は本学3
で管理している研究費

で外注したもので、か

つ、学外に有償で利用

許諾又は譲渡すると

き。

( ) 著作権法第１５条の4
職務著作に該当すると

き。

第１６条 第１４条 研究者等が第１３条第１

第１項の規 項の届出をしたときは、当

定により、 該著作物の著作権（著作権

本学が承継 法（昭和４５年法律第４８ （同 左）
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する旨決定 号）第２７条及び第２８条

した権利は の権利を含む ）は、この。

規定により本学が著作権を

承継する旨決定した場合

第３０条 出願時補 実施補償

第１項 償及び実施 （同 左）

補償

第３２条 実施権の 利用許諾又は譲渡により

第１項 設定、実施

許諾、譲渡

等により

第３２条 特許権等 著作権（著作権法第２７

第１項 の出願、登 条及び第２８条の権利を含

録及び維持 む ）の利用許諾又は譲渡。

等に 等するに際して

第３２条 ただし、 ただし、著作者から申入

第１項 収入が５０ れがある場合には、大学に

００万円以 ３分の１を配分し、残りの

上の場合は ３分の２について、当該著、

発明者に２ 作物の特性を考慮して、著

分の１、部 作者と部局に配分すること

局及び大学 ができる。

に各４分の

１ずつ配分

する。

第９章 雑則 第９章 研究者等の守秘義務

（守秘義務） （守秘義務）

第３６条 研究者等は、職務発明等に関する情報の 第３６条 研究者等は、職務発明等に関する情報を

、 、 。秘密を守らなければならない。ただし、第１３条 第三者に対し 開示し 又は漏洩してはならない

第１項ただし書の規定により届出義務がない発明 ただし、第１３条第１項ただし書の規定により届

等及び第１３条第１項本文の規定により届け出ら 出義務がない発明等及び第１３条第１項本文の規

れたものの本学が特許等を受ける権利を承継しな 定により届け出られたものの本学が特許等を受け

い旨決定した発明等については この限りでない る権利を承継しない旨決定した発明等について、 。

は、この限りでない。

２ 前項に基づき秘密保持の義務のある発明等につ ２ 前項に基づき秘密保持の義務のある発明等につ

いて、特許法（昭和３４年４月１３日法律第１２ いて、特許法（昭和３４年４月１３日法律第１２

１号）第３０条に定める事情がある場合、発明者 １号）第３０条に定める事情がある場合、発明者

は、その旨を総長にあらかじめ報告しなければな は、その旨を産官学連携本部長にあらかじめ報告

らない。 しなければならない。

第１０章 雑則

（その他の事項）

第３７条 この規程に定めるもののほか必要な事項

は、別途産官学連携本部長が定める。

附 則

、 。この規程は 平成１９年１０月１日から施行する

別表 実施補償による特許権等の収入の配分

収入実績 ２，０００， ２ ０００ ５０，００， ，

０００円未満 ０００円～ ０，０００
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の部分 ５０，００ 円以上の部

０，０００ 分

円未満の部

分

発明者 ２０パーセン ３５パーセ ５０パーセ

ト（注） ント（注） ント（注）

部局 ３０パーセン ２５パーセ ２０パーセ

ト ント ント

大学 ５０パーセン ４０パーセ ３０パー セ

ト ント ント

注 発明者への配分率については、発明者の寄与度

が著しく高い場合や発明等の価値が著しく高い場

合又は発明の完成に至るまで著しく長い年月がか

かり、若しくは第１３条第１項の届出を行った発

明者が発明等に関わる研究に関与したのが届出前

の１時期に 限られる場合など、特許権等の取得に

至った経緯、発明等が財産的価値を有するに至っ

た経緯等の諸事 情を考慮して、上記の配分率を２

０パーセントの場合は１０パーセントから３０パ

ーセントまで、３５パーセントの場合は２０パー

セントから５０パーセントまで、５０パーセント

の場合は３０パーセントから７０パーセントまで

の範囲で増減させることができるものとする。こ

の場合において、部局及び大学への配分は、発明

者への実施補償を行った残額について、上記各比

率で按分するものとする。


